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様
式
第
7
5（
第
77条
関
係
）

【
書
類
名
】
既
納
手
数
料
返
還
請
求
書

（【
提
出
日
】
平
成

年
月

日
）

【
あ
て
先
】
特
許
庁
長
官

殿

【
事
件
の
表
示
】

【
出
願
番
号
】

【
返
還
請
求
人
】

【
識
別
番
号
】

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

【
代
理
人
】

【
識
別
番
号
】

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

【
返
還
請
求
対
象
書
類
】

【
書
類
名
】

【
提
出
日
】

【
納
付
済
金
額
】

【
適
正
納
付
金
額
】

【
返
還
請
求
金
額
】

【
返
還
金
振
込
先
】

【
金
融
機
関
名
】

【
口
座
種
別
】

【
口
座
番
号
】

【
フ
リ
ガ
ナ
】

【
口
座
名
義
人
】

【
提
出
物
件
の
目
録
】

【
物
件
名
】

５
「【
返
還
請
求
金
額
】」の
欄
に
は
、
返
還
を
請
求
す
る
額
の
合
算
額
を
記
載
す
る
。

６
そ
の
他
は
、
様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で
、
10か
ら
14ま
で
、
16か
ら
19ま
で
及
び
22か
ら
25ま
で
、
様

式
第
４
の
備
考
４
、
様
式
第
31の
５
の
備
考
１
並
び
に
様
式
第
73の
備
考
３
、
４
、
８
及
び
９
と
同
様
と
す
る
。

〔
備
考
〕

１
「【
返
還
請
求
人
】」の
欄
に
は
、
当
該
返
還
に
係
る
手
数
料
を
納
付
し
た
者
を
記
載
す
る
。

２
「【
返
還
請
求
対
象
書
類
】」の
欄
の「【
書
類
名
】」及
び「【
提
出
日
】」に
は
、
特
許
願
、
出
願
審
査
請
求
書
、
手
続

補
正
書
、
出
願
人
名
義
変
更
届
、
期
間
延
長
請
求
書
、
審
判
請
求
書
の
よ
う
に
返
還
を
請
求
す
る
手
数
料
を
納
付

し
た
手
続
に
係
る
書
類
名
及
び
そ
の
提
出
年
月
日
を
記
載
す
る
。

３
「【
納
付
済
金
額
】」の

欄
に
は
、
当
該
手
続
書
類
に
係
る
納
付
し
た
手
数
料
の
額（「

円
」、「

，」
等
を
付
さ
ず
、

ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
み
で
表
示
す
る
こ
と
。
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ
。）を
記
載
す
る
。

４
「【
適
正
納
付
金
額
】」の
欄
に
は
、
当
該
手
続
書
類
に
お
い
て
適
正
に
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
。

た
だ
し
、
特
許
法
第
18条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
処
分
に
係
る
場
合
は
、「【
適
正
納
付
金
額
】」の
欄
は

設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

５
「【
返
還
請
求
金
額
】」の
欄
に
は
、
返
還
を
請
求
す
る
手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
。

６
そ
の
他
は
、
様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で
、
10か
ら
14ま
で
、
16か
ら
19ま
で
及
び
22か
ら
25ま
で
、
様

式
第
４
の
備
考
２
及
び
４
並
び
に
様
式
第
73の
備
考
３
、
４
、
８
及
び
９
と
同
様
と
す
る
。

（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
中
「
第
四
十
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
特
例
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。」を
「
次
条
に
お
い
て
同
じ
。」に
、
同
条
第
三
項
中
「
第

三
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
、「
登
録
料
納
付
書
に
同
項
に
規
定
す
る
国
等
以
外
の
者
の
持

分
の
割
合
を
」
を
「
国
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を
、
同
法
第
三
十

二
条
の
二
の
規
定
又
は
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
軽
減
又
は
免
除
（
以
下
「
減
免
」
と
い
う
。）を
受
け
る

者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
減
免
を
受
け
る
者
の
持
分
の
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
願
書
又
は
登
録
料
納

付
書
に
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
既
納
の
登
録
料
の
返
還
の
請
求
の
様
式
）

第
二
十
一
条
の
二

実
用
新
案
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
返
還
の
請
求
は
、
様
式
第
十
四
の

二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
過
誤
納
の
手
数
料
等
の
返
還
の
請
求
の
様
式
）

第
二
十
一
条
の
三

実
用
新
案
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
（
実
用
新
案
登
録
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
納
付
す
る
も
の
に
限
る
。）の
返
還
の
請
求
及
び
同
法
第
五
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還

の
請
求
は
、
様
式
第
十
四
の
三
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、「
第
九
条
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第

十
一
条
の
五
第
二
項
」
を
加
え
、「
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
前
段
」
を
「
、
第
二
項
、
第
三
項
前
段
若
し
く
は

第
四
項
前
段
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
百
九
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
百
九
十
五
条
第
五
項
」
に
、「
第
三
十

一
条
第
四
項
及
び
第
五
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
四
項
」
に
、「
同
項
中
「
手
数
料
」
と
あ
る
の
は
「
手

数
料
及
び
登
録
料
（
実
用
新
案
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
付
す
る
も
の
に
限
る
。）」
と
、
同
項
中
「
同
法
第

百
七
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
実
用
新
案
法
第
三
十
一
条
第
四
項
」
と
」
を
「
同
条
第
四
項
中
「
特
許
法
第
百
九

十
五
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
実
用
新
案
法
第
五
十
四
条
第
五
項
」
と
、「
出
願
審
査
」
と
あ
る
の
は
「
実
用
新
案

技
術
評
価
」
と
、「
同
法
第
百
九
十
五
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
十
項
」
と
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
の
備
考
５
中
「第

31条
第
６
項

」
を
「第

31条
第
５
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
25
中
、「（平

成
11

年
法
律
第

131号
。
以
下
「
産
業
再
生
法
」
と
い
う
。

）」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
26
中
「及

び
第

21条
第
３
項

」

を
削
り
、「よ

り
国
等

」
を
「よ

り
国

」
に
、「国

等
以
外

」
を
「国

以
外

」
に
改
め
、「納

付
す
る
と
き

」
の
次
に
「及

び
第
21条
第
３
項
に
規
定
す
る
共
有
に
係
る
出
願
の
う
ち
国
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
出
願
で
あ
つ
て
国
以
外
の
各

共
有
者
ご
と
に
登
録
料
の
金
額
（
減
免
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
減
免
後
の
金
額
）
に
そ
の
持
分
の
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
様
式
に
お
い
て
単
に
「
合
算
し
て
得
た
額
」
と
い
う
。）を
納
付
す
る

と
き

」
を
加
え
、
同
様
式
中
備
考
38
を
備
考
39
と
し
、
備
考
37
を
備
考
38
と
し
、
備
考
36
中
「備

考
38

」
を
「備

考

39

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
37
と
し
、
同
様
式
中
備
考
35
を
備
考
36
と
し
、
備
考
31
か
ら
備
考
34
ま
で

を
一
つ
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
の
備
考
30
中
「備

考
29

」
を
「備

考
30

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
31

と
し
、
同
様
式
中
備
考
29
を
備
考
30
と
し
、
備
考
28
を
備
考
29
と
し
、
同
様
式
の
備
考
27
中「そ

の
旨
を
記
載
す
る

」

の
次
に「（備

考
27に
よ
り「【
そ
の
他
】」の
欄
に
減
免
を
受
け
る
旨
等
を
記
載
し
た
と
き
は
、
そ
の
記
載
の
次
に
行
を

改
め
て
記
載
す
る
。

）」
を
加
え
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
28
と
し
、
備
考
26
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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